
事業所から出るごみを事業系廃棄物といいます。事業系廃棄物は、産業廃棄物と事業系一般
廃棄物に大別され、それぞれ適正に処理する必要があります。 

事業系廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処理法」という。）
で定められた 20 種類の廃棄物を「産業廃棄物」といい、産業廃棄物以外の事業系廃棄物を「事
業系一般廃棄物」といいます。産業廃棄物 20 種類は次の表のとおりです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※複数の項目に該当する場合も産業廃棄物です。（例：蛍光管、乾電池、ライター、農業用品） 

※「くず」には、原材料や部品だけでなく製品も含まれます。売れ残り商品等を廃棄する場合も該当します。 

※「あらゆる事業活動」には、農業・教育・福祉・医療・宗教・非営利等も含まれます。 

※住居と店舗が同じ建物の場合でも、ごみは別々に処理する必要があります。 

※事業所から出る資源は、資源回収業者や産業廃棄物処理業者に委託してリサイクルしましょう。 

 

事業系廃棄物は、産業廃棄物も事業系一般廃棄物も、ごみステーションに出すと
不法投棄になります。それぞれの廃棄物は、それぞれの許可を持つ適した業者に処
理（収集運搬、処分）を委託するようにしましょう。 
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 上の図のとおり、廃棄物に関する許可はそれぞれ違うため注意が必要です。業者
を選ぶ際の問合せ先も県と市町村でわかれているので、それぞれで探しましょう。 
 山形県のホームページに産業廃棄物収集運搬業者・処理業者が掲載されている
ので、参考にしてみてください。 URL http://www.pref.yamagata.jp/ 

廃棄物処理法第 3 条には、事業者の責務として「事業者は、その事業活動に伴
って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と明記
されています。廃棄物の処理を委託する場合は、廃棄物処理業の許可を受けた業者
に委託することが大切です。 

 

法令や条約に違反した処分方法で廃棄物を投棄することを「不法投棄」といいま
す。道端や森林等にごみを投棄することだけでなく、「産業廃棄物を一般廃棄物と
して処分すること」や「一般廃棄物を産業廃棄物として処分すること」も不法投棄
に該当します。 

処理を委託した業者が不法投棄を行った場合であっても、排出した事業者の責
任が問われることがあります。適切な処理業者を選ぶことや最終処分されるまで
の流れを確認する必要があります。 

不法投棄は廃棄物処理法第 25 条により次の罰則を科せられます。 
・5 年以下の懲役  ・1,000 万円以下（法人は 3 億円以下）の罰金 

 

排出事業者が、事業系廃棄物の収集・運搬又は処分を無許可の業者等に委託する
と、廃棄物処理法第 25 条により次の罰則を科せられます。 

・5 年以下の懲役  ・1,000 万円以下の罰金 

産業廃棄物の種類 例 

あ
ら
ゆ
る
事
業
活
動
に
伴
う
も
の 

1 燃え殻 焼却炉の残灰、石炭がら 

2 汚泥 工場排水処理や物の製造工程等から排出される泥状のもの 

3 廃油 潤滑油、洗浄用油、食用油等の不要となったもの 

4 廃酸 酸性の廃液 

5 廃アルカリ アルカリ性の廃液 

6 廃プラスチック 

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等の合成高分子

系化合物（発泡スチロール、食品トレー、プラマーク容器包

装、ペットボトル、ビニール、廃タイヤ等） 

7 ゴムくず ゴムチューブ等の天然ゴムくず 

8 金属くず 空き缶、鉄くず、アルミくず、その他金属くず 

9 ガラス・コンクリート・陶磁器くず 
空き瓶、ガラスくず、石こうボード、コンクリートくず、陶

磁器くず 

10 鉱さい スラグ、鋳物の型に使われた砂 

11 がれき類 
工作物の新築・改築又は除去に伴って生じるコンクリート

の破片、モルタル片、アスファルト片 

12 ばいじん 工場や焼却施設の排ガスから集められたばいじん 

特
定
の
事
業
活
動
に
伴
う
も
の 

13 紙くず 
建設業、紙・紙加工品製造業、印刷出版業等から排出される

もの 

14 木くず 建設業、木材・木製品製造業等から排出されるもの 

15 繊維くず 建設業、繊維工業等から排出されるもの 

16 動植物性残さ 食料品・医薬品・香料製造業等から排出されるもの 

17 動物系固形不要物 と畜場、食鳥処理場等から排出されるもの 

18 動物の糞尿 畜産農業、畜産類事業等から排出されるもの 

19 動物の死体 畜産農業、畜産類事業等から排出されるもの 

20 上記 1 から 19 の産業廃棄物を処理したもので、1 から 19 に該当しないもの（コンクリート固化物等） 

ペンやホッチキス、
割れたコップ、 

弁当のプラ容器も 
産業廃棄物です 

•自ら運搬

•県から許可を受けた業者に運搬を委託
産業廃棄物

•自ら運搬

•市町村から許可を受けた業者に運搬を委託

事業系

一般廃棄物

県から 

許可を受けた 

産業廃棄物処理施設 

市町村から 

許可を受けた 

一般廃棄物処理施設 

エコプラザもがみやリサイクルプラザもがみは 

最上地域の公共の一般廃棄物処理施設です。 

絶対に産業廃棄物を持ち込まないでください。 


